
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆不備がある場合は、記入された電話番号におかけしますので連絡が取れるようにしてください。

での証紙を貼付（又は退職金ポイントを充当）したうえでご提出ください。 

 

提出書類が不足していることがよくあります。  

基本の提出書類→被共済者請求の場合：①退職金請求書②退職所得受給に関する申告書兼退職所得

申告書③共済手帳④住民票（個人番号記載あり）⑤身元確認書類（運転免許証等の写）⑥請求人名義の

預貯金通帳の写（表紙と表紙をめくった見開き部分）が必要となります。状況に応じて他の書類が必要とな

る場合がありますので、詳しくは「退職金請求手続きのご案内」ご覧ください。 

「退職金請求事由発生年月日はいつを記入したら良

いですか？」と言う問い合わせが多くあります。 

 

まずは、Ⓑの「請求事由」を記入してください。 

例えば、該当する番号が「２」（無職になった）の場合 

Ⓐは退職日を記入してください。 

ⒸはⒶに記入した年を基準に考えて、「区分A・B・C」

のどこに該当するか○をしてください。 

Ⓓには、退職した事業所より証明をもらってください。 

 

☆Ⓑの番号が決まれば、ⒶⒸⒹが記入できます。 

詳しくは「退職金請求手続きのご案内」をご覧ください。 

退職所得受給に関する申告書兼退職所得申告書 

Ⓐ 

Ⓑ  

Ⓒ  

Ⓓ  

「あなたの」現住所等を記入してください。 

Ⓐ「退職金請求事由発生年月日」が平成 28

年 4月1日以降の方は、個人番号（マイナン

バー）もご記入ください。 

Ⓔは、退職金請求書のⒶに記入した年を記

入してください。「その年 1月 1日現在の住

所」は、Ⓐの年の 1月1日現在「住民票」に

登録されていた住所となります。 

☆「退職金請求書」のⒶⒸを記入しなければ

この申告書は記入できません。 

Ⓔ   

住民票を移さず居住地が住民票と違っていた方は、ご注意く

ださい。「その年 1月 1日現在の住所」は、住民票に記載の

その年の 1月 1日現在の住所をご記入ください。 

※手帳に記載のお名前（漢字・よみがな）が住民票と違う場合は、氏名変更手続きが必要です。 

健康保険証（写）を添付さ

れる方は、保険者番号及

び被保険者等番号・番号

にマスキングしてください。 


